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ＣＭＣコンソーシアム運営会則 

 

制定 平成３０年５月１８日 

 

（名称） 

一般社団法人日本ファインセラミックス協会（以下「ＪＦＣＡ」という。）

は、Ceramic Matrix Composites（ＣＭＣｓ）に関するコンソーシアムを設

け、ＣＭＣコンソーシアムと命名し、以下のとおり運営会則（以下「本会則」

という。）を定める。 

 

（目的） 

第１条 ＣＭＣコンソーシアムはＣＭＣ研究の推進母体として、散在する研究機

関・企業で行われている研究を有機的につなげ、ＣＭＣ研究の効率化とスピード

アップを図る。 

 

（事業） 

第２条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業

（以下「本事業」という。）を行う。 

一 ＣＭＣに関する国内外の情報収集及び提供（情報データセンター） 

二 ＣＭＣに関する標準化活動の支援 

三 ＣＭＣに関する研究の推進・支援 

四 ＣＭＣの応用（用途）分野の拡大支援 

五 ＣＭＣに関する講演会・勉強会の開催 

 

（会員） 

第３条 会員とは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、前条に規定する本事業

の推進を図る者で、次条第１項に基づき入会を承認された法人会員及び個人

会員をいう。 

一 法人会員は、第１４条第１項第一号に規定する会費を納入した法人、事業

所又は団体とする。 

二 個人会員は、第１４条第１項第二号に規定する会費を納入した個人とす

る。対象となるのは、会員の推薦により会長が承認した者に限る。 

 

（会員の入退会等） 

第４条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を
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第６条第１項第一号に規定する会長（以下「会長」という。）あてに提出す

るものとし、第７条に規定する幹事会の承認により入会を決定するものとす

る。 

 

２ 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに提

出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。この場

合、退会以前に納付した第１４条第１項に規定する会費は返還しない。ま

た、会費の未納又は不足の場合にはこれを完納しなければならない。 

３ 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、 

本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を 

会長あてに届け出るものとする。 

４ 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と 

 協議の上、必要な場合は幹事会の議決を経て、会長がこれを除名すること 

ができる。 

一 相当の理由なくして第１４条第１項に規定する会費の滞納があるとき 

二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき 

三 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されない 

とき 

 

（会員の権利及び義務） 

第５条 会員は次の各号の権利を有する。 

一 会員は、本事業に参加する権利を有する。 

二 法人会員は、会費を納入することにより総会において議決権を有し、総会

出席にあたってはその議決権を他の法人会員に書面により委任することが

できる。 

三 個人会員は、総会に参加できるが、議決権を有することはできない。 

２ 会員は、次の各号の義務を負う。 

一 会員は、第１４条第１項に規定する会費を負担するものとする。 

二 会員は、第１４条第２項の規定に基づき、総会で臨時費の徴収が議決され

た場合、それを負担するものとする。 

三 会員は、本コンソーシアムの定める規約、その他本コンソーシアムの運営

に係る諸規程及び総会又は幹事会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目

的を達成するため本事業に協力するものとする。 

 

（役員） 

第６条 本コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。 
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一 会長１名 

二 幹事５名 

三 監事１名 

四 事務局長１名 

２ 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。 

３ 幹事は、本コンソーシアムの統括を補佐する。 

４ 監事は、本コンソーシアムの職務の執行を監査する。 

５ 事務局長は、本コンソーシアムの職務を統括する。 

６ 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事 

 がその職務を代行する。 

 

７ 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（幹事会） 

第７条 本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、本コンソーシアムに幹

事会を置く。 

２ 幹事会は、総会にて選任された役員から構成される。 

３ 幹事会の長は、会長が務める。 

４ 幹事会は、総会に議案を提出する。 

５ 幹事会の事務は、次条に規定する事務局が行う。 

 

（事務局） 

第８条 本コンソーシアムの事務局は、ＪＦＣＡ内に置く。 

２ 事務局は、ＪＦＣＡに所属する職員が務めることとする。 

 

第９条（幹事会の協議事項） 

１. 幹事会の内容確認及び変更に関する事項 

２. 本コンソーシアムの活動計画、運営、予算に関する事項 

 

第１０条（幹事会の開催） 

１．幹事会の長は、1年間に2回以上開催する。 

２．幹事会の長は、開催日の15日前までに各役員に通知するものとする。 

３．幹事会の審議事項は、役員の全会一致をもって決定する。 

 

（総会） 

第１１条 総会は原則として毎年度１回開催し、会長が召集する。 
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２ 総会は、執行機関たる幹事会の構成員として役員を選任する。 

３ 総会の議長は会長が務める。 

４ 総会は、幹事会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する

次の事項を決議する。 

一 事業計画及び第１４条に規定する運営費に係る収支予算 

二 事業報告及び第１４条に規定する運営費に係る収支決算 

三 その他、運営に関する事項 

５ 総会は議決権を有する会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の 

 過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

６ 議決権を有する会員のうち、総会に出席することができない者は、予め 

書面をもって他の議決権を有する会員に委任することにより、当該委任した 

会員と同一に議決権を行使することができる。 

 

（臨時総会） 

第１２条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することがで

きる。 

 

（会計年度） 

第１３条 本コンソーシアムの会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日

までとする。 

 

（運営費） 

第１４条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもって充てる。 

一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、５０万円／口、一口以上と

する。ただし、ＪＦＣＡ正会員の一会計年度の会費は消費税を含み、２５

万円／口とし、一口以上とする。 

二 大学、国公立の研究機関（公設試含む）に所属する個人会員の一会計年度

の会費は消費税を含み、１万円とする。 

２ 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、幹事

会で評議し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。 

３ 本コンソーシアムは寄附金を受け、会費収入と分けて運用することが出来

る。 

 

（予算及び決算） 

第１５条 予算及び決算は幹事会で立案する。 

２ 幹事会は、当該年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとす
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る。 

３ 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を幹事会に報告し

なければならない。 

 

（情報の取扱い） 

第１６条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会

員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができ

る。 

２ 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該

開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情

報の取り扱いを定めることを原則とする。 

 

（知的財産権の留保及びその取扱い） 

第１７条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する 

知的財産（産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの）に 

係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利 

に基づく実施又は利用の許諾若しくは移転をするものと解釈してはならな

い。 

２ 前条第２項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情

報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めに

よるものとする。 

 

（共同研究等） 

第１８条 本コンソーシアムの事業として研究・開発は行わないが、本コンソ

ーシアムを基に会員間において個別に共同研究・開発への移行を行うことがで

きる。 

 

（解散） 

第１９条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となっ

た場合、幹事会及び総会の議決を経て会長がこれを行うものとする。 

 

（会則の改廃等） 

第２０条 本会則の改廃については、総会の議決を経て定める。 

 

（設置期間） 

第２１条 本コンソーシアムの設置期間は、２０２１年３月３１日までとす
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る。ただし、総会において事業継続が議決された場合、引き続き１年間延長

し、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第２２条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合につ

いては、幹事会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第２３条 本コンソーシアムの会員等に関する個人情報は、本コンソーシアム

の運営にのみ使用できるものとする。 

 

附 則 

この会則は、平成３０年５月１８日から施行する。 

 


